
金融庁 





金融01 投資法人に係る税制優遇措置の延長

金融02 投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置

金融03 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置

番号 制度名

 金融庁

-85-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － 71 － － － 39.3% － － － ▲21,997.7 － － － － － － － － － － － －
H24 － － － 76 － － － 55.6% － － － ▲26,093.4 － － － － － － － － － － － －
H25 － － － 90 － － － 31.9% － － － ▲33,549.2 － － － － － － － － － － － －
H26 不明 0 － 107 不明 ▲0 － 42.4% 不明 ▲0 － ▲41,795.9 － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －
H27 不明 0 － 134 不明 ▲0 － 38.1% 不明 ▲0 － ▲47,500.8 － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －
H28 不明 不明 － 146 不明 ▲46.0 － 41.2% 不明 不明 － ▲56,568.1 不明 不明 3 3 2 － 不明 不明 不明 不明 2 －
H29 不明 不明 － 165 不明 ▲222.0 － 36.0% 不明 不明 － ▲61,422.8 不明 不明 1 1 4 － 不明 不明 不明 不明 4 －
H30 不明 不明 － － 不明 ▲656.0 － － 不明 不明 － － 不明 不明 2 2 5 － 不明 不明 不明 不明 5 －
R1 不明 － － － ▲1,119.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － 6 － ー ー － － 6 －
R2 不明 － － － ▲1,402.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － ー － ー ー － － ー －
R3 不明 － － － ▲1,650.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － ー － ー ー － － ー －
R4 不明 － － － ▲2,062.0 － － － 不明 － － － 不明 5 － － ー － ー ー － － ー －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー －

【総括表】
租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査
における適用
件数（法人税
（措置全
体）・件）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二
税・地方法人特
別税（措置全
体）・百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（銘柄数）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（措置全
体）・％）

将来予測 実績 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「足下の組成・上場ニーズや今後見込まれる潜在的なニーズに対
して税制面での後押しを行い、引き続きインフラファンド市場への積
極的な民間投資の参入を促進する」

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「匿名組合出資を受けて再エネ投資を行う既存の私募ファンドの
出資持分をインフラファンドに移転して上場する際の障壁を下げる
ことにより、従前よりも広範な上場ニーズへの対応を通じてのインフ
ラファンド市場の参入促進を図る（測定指標：投資法人への適
用実績）」（平成28年度評価時）

（参考）
上場インフラ
ファンド数
（累計）

（参考）
上場インフラ
ファンド数
（累計）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融01） （評価実施府省：金融庁）

  投資法人に係る税制優遇措置の延長
　（投資法人に係る課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　投資法人のうち、多数の投資家又は機関投資家が出資していること等の要件を満たすものが、配当可能利益の額の90％超を配当として支払っていること等の要件を満たす場合には、その支払配当等の額の損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

   制度名
（措置名）

【基本情報】

   措法第67条の15

過去の政策評価の実績

  多様なニーズに合った商品が提供されることによる金融資本市場の利便性向上と活性化の一環として、インフラファンド市場の持続的な成長の実現のために必要な環境整備を行うこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H26金融05、H27金融03、H28金融02

【R1 金融01】-86-



【R1 金融01】
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【R1 金融01】-88-



【R1 金融01】

-89-



【R1 金融01】-90-



【R1 金融01】

-91-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 不明 ー － － 不明 ー － － 不明 ー － － 不明 不明 ー ー －
R1 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（法人住
民税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「投資信託等に係る内外二重課税を排除すること」

  制度名
（措置名）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H30   H29金融01、H30金融04 区分 拡充

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融02） （評価実施府省：金融庁）

  投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置
   （特定目的会社に係る課税の特例、投資法人に係る課税の特例、特定目的信託に係る受託法人の課税の特例、特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　－

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後   適用事業年度の要件の変更

  公募投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内で源泉所得税が課されるが、内外二重課税を排除するため、当該配当等に対して外国で課税される税（外国税）を控除する仕組みが措置された。

  投資信託等を経由して支払う外国税について、住民税からの控除は認められていないことを踏まえ、外国税額加算前の金額を個人住民税・法人住民税の課税標準とする等の所要の措置を要望する。
また、投資法人に外国子会社合算税制が適用される場合においても、投資家の負担が軽減されるよう、所要の措置を要望する。

【基本情報】

　措法第67条の15

過去の政策評価の実績

  投資信託等を経由して海外資産に投資する場合の内外二重課税調整を図り、投資環境の整備を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

【R1 金融02】-92-



【R1 金融02】
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【R1 金融02】-94-



【R1 金融02】

-95-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 1 － － － － － － － ▲57.7 － － － － 不明 不明 －
H24 － 1 － 　－ － － － － － ▲57.7 － － － － 不明 不明 －
H25 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲57.7 101.2% － 不明 不明 不明 不明 －
H26 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲57.7 101.2% － 不明 不明 不明 不明 －
H27 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲86.6 151.9% － 不明 不明 不明 不明 －
H28 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
H29 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
H30 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
R1 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R2 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R3 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R4 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（法人事業税・百万円）

「銀行等による株式等の処分を円滑化し、金融システムの安定性確
保及び国民経済の健全な発展に資するために、機構の財務面での
安定的な業務運営基盤を確保する」

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融03） （評価実施府省：金融庁）

　銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置
　（事業税の課税標準の特例（銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置））

措置の内容

平成29年度時点 　銀行等保有株式取得機構について、資本割の課税標準である資本金等の額を、10億円とする。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　機構の財務面での安定的な業務運営基盤を確保し、銀行等による株式等の処分を円滑化することにより、金融システムの安定性確保及び国民経済の健全な発展に資すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を機構の存続期限まで延長する。

　H25金融04、H28金融03

【R1 金融03】-96-



【R1 金融03】
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【R1 金融03】-98-



【R1 金融03】

-99-



【R1 金融03】-100-




